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１１ 月 の 行 事 予 定 
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めぶき保育園 発行日：令和７年１１月４日 

保育目標 

・想像力豊かで、物事をよく考える子 

・みんなで仲良く遊べる子 

・心身ともに元気な子 

・元気に挨拶の出来る子 

 

保育理念 
・心身共に豊かな子どもの育成を目指す 

・地域に密着した子育て支援を目指す 

・子ども、家庭、職員が共に育ち合う 

保育園を目指す 

 

さわやかな晴天で迎えた文化の日ですが、東京では木枯らし１号が吹きました。季節は

冬へと向かっています。10 月末に、園庭の畑では全クラスの子どもたちが、親子でさつま

芋掘りを楽しみました。夏の日差しをたっぷり浴びて、とても良いさつま芋が収穫で来た

と思います。また、さつま芋のツルは今年もリースに仕立てました。子どもたちと秋探し

で拾った、どんぐりや松ぼっくりなどの収穫物をキットにし、みなさんにお配りいたしま

す。お子さまと一緒にご家庭でリース作りを楽しんでください。 

 

園だより 

11 月は虐待防止推進月間です 

 こどもの「命」と「権利」、そしてその「未来」を社会全体で守る取り組みとして、

こども家庭庁では毎年 11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」

と実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、期間中に児童虐待防止のため

の広報・啓発活動など種々な取組を集中的に実施しています。 

今年度の標語は 

    「知らせよう あなたが あの子の声になる」 

令和 2年 4月 1日から改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が施行され、親権者が

子どものしつけのためだと思っても、身体に何らかの苦痛を引き起し、または不快

感を意図的にもたらす行為（罰）である場合はどんない軽いものであっても体罰に

該当し、法律で禁止されています。 

 10 月 21 日に行われた総合避難訓練は、

浦安消防署の方々に避難の様子を見ていた

だき、だれ一人泣くこともなく、いつも通り

落ちついて園庭に避難する姿にお褒めの言

葉をいただきました。その後、職員が消火器

の訓練を行い、また子どもたちは消防車の

前で記念撮影。２歳児はあこがれの消防服

を着ることができ大満足の様子でした。 10月25日に行われた運動会には、多くのみなさまにお

越しいただき、ありがとうございました。慣れない環

境でも、泣くことなく取り組んでいる子どもたちの姿

が感動的でした。また、アンケートでは「子どもの成

長が見られました」「保護者競技が楽しかったです」

「保護者競技を通してクラスがよりまとまりました」

など、好意的なご意見が多く、ともに楽しい時間を過

ごすことができたことを喜ばしく思います。 


